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【性能仕様書】 
１ 

第１章 総 則 

 

（目的） 

第１条 第十浄水場運転管理業務委託性能仕様書（以下「本仕様書」という。）は、徳島

市上下水道局（以下「委託者」という。）が管理する水道施設の運転管理等を円滑に行

い、その機能を十分に発揮し、適切な運営を図るため、第十浄水場運転管理業務委託

（以下「本業務」という。）に係る性能仕様を定めることを目的とする。 

 

（業務履行） 

第２条 受託事業者（以下「受託者」という。）は、水道施設の機能が十分発揮できるよ

う、本仕様書のほか、契約書・要求水準書・特記仕様書及びその他関係書類（現場説

明を含む。）等に基づき誠実かつ安全に、また、委託者と協議し業務を行なわなければ

ならない。なお、本仕様書等に記載がない事項でも、委託者と協議の上、本業務を行

なわなければならない。 

２ 受託者は、水道事業が水道法に基づく公共的使命を担うものであり、清浄にして豊

富低廉な水の供給を行わなければならない。また、本業務を行う上で水道法及び関係

法令を厳守し、常に安全を心がけ事故防止に努めなければならない。 

３ 受託者は、水道施設の機能を十分発揮できるよう、効率的・経済的に本業務を行な

わなければならない。 

４ 受託者は、第十浄水場中央管理室（以下「中央管理室」という。）において運転管理

業務に関する技術の向上に努めなければならない。 

５ 受託者は、本業務を行う上での技術的諸問題に関して積極的に解決するよう努力す

るとともに、委託者に問題の提起あるいは各種提案をし、良好なる運営が行えるよう

努めなければならない。 

６ 受託者は、本業務を行う上で必要な事項について委託者と協議等を行ったときは、

その都度議事録をまとめ、委託者に提出しなければならない。 

 

（委託する施設等） 

第３条 委託者が受託者に委託する施設は特記仕様書【特記－３】「３．運転監視施設一

覧」のとおりとする。 

２ 本業務期間中に前項以外の施設が追加又は削減となる場合は、当該事項の３０日前

までに委託者から受託者に対し対象施設、業務詳細及び開始日等を書面で連絡する。 

３ 対象施設が追加又は削減されることによる委託費の変動については委託者と受託者



【性能仕様書】 
２ 

の協議の上決定する。 

（業務範囲） 

第４条 委託者が受託者に委託する業務範囲及び内容は、本仕様書第２章に示すとおり

とする。 

 

（業務管理） 

第５条 受託者は、常に管理者の責任をもって、本業務を行なわなければならない。 

２ 受託者は、労働安全衛生法等の災害防止関係法令を厳守し、常に安全衛生の管理に

留意し労働災害の防止に努めること。また、安全衛生上の障害が発生した場合は、早

急に必要な対策を取った上で委託者に書面等で報告しなければならない。 

３ 受託者は、委託施設の構造、性能及びその周辺の状況を把握し、本業務を行う上で

常に問題意識をもって取組み、設備の予防保全に努めること。 

４ 受託者は、渇水・豪雨・台風・地震その他の天災又は委託施設の機能に重大な支障

が生じた場合など、緊急時に迅速に対応できる体制を確保するとともに、常にこれに

対処できるよう準備しておかなければならない。 

 

（運転管理概要） 

第６条 各施設に関する基準値は、次のとおりとする。 

(1) 水質に関しては、要求水準書第２２条 (ｱ) ａ 水質管理の水準のとおり。 

(2) 水運用に関しては、要求水準書第２２条 (ｱ) ｂ 水運用管理の基準のとおり。 

     参考とする各水道施設の施設能力は、令和３年度運転実績を特記仕様書【特記－

２】「２．業務の詳細（２）施設能力及び導送配水系統図」に示す。 

 

（業務従事者の届出及び取消し） 

第７条 受託者は、契約締結後、定められた期限内に業務従事者の氏名、年齢、学職歴、

資格、所属、職務分担等を記載した書類を委託者に提出し、承認を受けなければなら

ない。また、業務従事者の異動及び職務分担の変更についても同様とする。 

２ 委託者は、受託者の業務従事者について本業務を行う上で著しく不適格と認められ

る場合は、交替させるものとする。この場合において受託者は早急に後任者を選任し、

委託者の承認を受けなければならない。 

 

（総括責任者等の届出） 

第８条 受託者は、本業務を適正かつ円滑に行うため、第７条第１項により届け出した

業務従事者の中から総括責任者・副総括責任者を選任し、委託者の承認を受けなけれ
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ばならない。また、変更する場合も同様とする。なお、これら責任者の兼務は出来な

い。 

２ 総括責任者・副総括責任者が変更となる場合は、十分な期間を持って届出を行わな

ければならない。また、病気その他の理由により不在となる場合においては、業務代

行者を充てなければならない。 

３ 受託者は、前項に定めるもののほか、契約締結に際し特記仕様書【特記－４】「４．

提出書類一覧」に記載する書類を委託者に提出しなければならない。 

 

（職階及び有資格者の基準） 

第９条 受託者の業務従事者の職階及び有資格者の基準は次のとおり。 

(1) 総括責任者 

     水道事業に精通し、水道法に定める水道技術管理者の資格又は水道（浄水）施設

管理技士２級以上いずれかの資格を有し、かつ、水道施設の運転管理に関する技術

上の実務経験が２年以上ある者でなければならない。 

(2) 副総括責任者 

      水道事業に精通し、水道法に定める水道技術管理者の資格又は水道（浄水）施設

管理技士３級以上いずれかの資格を有する者、もしくは、水道施設の運転管理に関

する技術上の実務経験が２年以上ある者でなければならない。 

(3) 運転管理員 

     施設の運転管理技能を有する者で、水道法に定める水道技術管理者の資格又は水

道（浄水）施設管理技士３級以上いずれかの資格を有する者、もしくは水道施設の

運転管理に関する技術上の実務経験が２年以上ある者、又は習熟期間等で業務内容

を十分に把握し、支障なく業務を行うことができると委託者が認める者でなければ

ならない。なお、運転管理業務の常駐条件である最低２名常駐される業務従事者の

うち、少なくとも 1 名はこの条件を満たす者を配置しなければならない。 

 

（職務内容） 

第１０条 業務従事者の職務内容は、次のとおりとする。 

１ 総括責任者 

 (1) 技術上の業務を統括する責任者として、運転管理全般の指揮及び監督を行う。 

 (2) 契約書・要求水準書・本仕様書・特記仕様書・完成図書その他の関係書類により、

本業務の目的及び内容を十分理解し、施設の機能を把握するとともに、委託者の職

員と密接な連絡を取ることで、業務を適正かつ円滑に行う。 

 (3) 各業務計画の策定と業務従事者の適切な指導監督を行い、技能の向上と安全衛生
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管理体制の確保を行う。 

 (4) 運転管理状況を常に的確に把握し、いかなる場合にも対処できる体制の確保を行 

   う。 

 (5) 総括責任者は、本業務に専任とする。 

２ 副総括責任者 

 (1) 本業務の副責任者として、総括責任者に準ずる業務を行う。 

 (2) 総括責任者の補佐及び代行業務を行う。 

３ 運転管理員 

 (1) 中央管理室での運転管理業務を行う。 

 (2) 各浄水処理過程の水質監視業務を行う。 

 (3) 第十浄水場及び各配水場の保安監視業務を行う。 

 (4) 委託施設の入退場管理業務を行う。 

 (5) その他運転管理業務を行う。 

 

（業務計画書） 

第１１条 受託者は、別に定める期間までに契約書・要求水準書・特記仕様書・本仕様

書及び提案事項に基づき、委託者と十分な協議を行い、契約期間における業務計画書

を策定し、計画書承認願書を添えて委託者に提出しなければならない。当該計画書の

手続き、構成等は特記仕様書【特記－５】「５．業務計画書及び履行報告書１)業務計

画書」のとおりとし、当該計画書には次の事項について記載しなければならない。 

 (1) 業務概要に関すること 

     水道施設の重要性から、その目的を達成するための基本方針及びその概要につい

て本業務に対する考え方が把握できるように記載する。 

 (2) 業務組織等に関すること 

     本業務を行う上で必要な業務組織、配置人員、業務分担など基本的な業務運営に

ついて記載する。また、緊急時等における業務実施体制について記載する。 

 (3) 管理方法等に関すること 

     基本的な水運用方法、運転方法、緊急時対応方法などについて記載する。 

 (4) 安全衛生管理に関すること 

     事故を未然に防止し、本業務を安全に実施するために必要な安全衛生管理の体制、

教育研修計画、委託者との協同による災害訓練の実施などについて記載する。   

 (5) 技術研修計画に関すること 

     技術の向上を進めるための技術研修計画について記載する。 

 (6) 主たる業務計画書、報告書類の提出に関すること 
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 (7) 業務実施に関する計画、報告、連絡、指示の受理、協議など委託者と受託者との 

  間の書面運用に関すること。 

 (8) 本業務における主たる業務の実施計画（工程）の概要 

 (9) その他必要な計画 

 

（年間業務計画書） 

第１２条 受託者は、業務計画書に基づき、各業務を行う上で配慮すべき点、効率的・

効果的な業務方法等について示した年間業務計画書を年度ごとに策定し、計画書承認

願書を添えて委託者に提出しなければならない。当該計画書の構成等は、特記仕様書

【特記－５】「５．業務計画書及び履行報告書２)年間業務計画書」のとおりとし、次

の事項について記載しなければならない。 

 (1) 業務計画に関すること 

     運転管理計画、水質監視計画の業務計画 

 (2) 運転監視に関すること 

     運転監視の基本的な業務方法・要領及び運転指標等 

 (3) 水質監視に関すること 

     水質監視業務実施方法及び体制 

 (4) 業務組織等に関すること 

     業務組織、業務分担、その他業務履行体制 

 (5) 各業務における緊急連絡体制に関すること 

 (6) 安全衛生管理に関すること 

    安全衛生管理対策、安全衛生管理計画表、研修計画表、安全衛生管理組織表 

(7) 保安管理に関すること 

(8) 各種報告書 

     日報・月報・年報・運転記録並びに本契約等で報告義務を課せられている報告書

及び委託者が要求する報告書等のほか、業務上必要と思われる報告・提出書類 

 (9) その他必要事項 

 

 （年間業務計画書の要領） 

第１３条 前条の年間業務計画書の作成要領は次のとおり。 

 (1) 年間業務計画書は、日本産業規格Ａ版により作成し、原則としＡ４又はＡ３とす

る。 

２ 年間業務計画書の構成事項に関する作成要領は、次のとおり。 

 (1) 「業務計画に関すること」は、安全で安定的に水を供給するための運転計画や設
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備点検、水質監視等について年間を通じて各業務計画が把握できるように記載する。 

 (2) 「運転監視業務に関すること」は、水道施設を安定的に管理運営していくための 

   運転方針、各設備の運転方法及び要点、運転指標、監視項目、その他必要な事項に 

   ついて具体的に記載する。 

 (3) 「水質監視に関すること」は、安全な水を供給するための水質監視業務実施方法、 

   体制及び監視項目について具体的に記載する。 

 (4) 「業務組織等に関すること」は、運転監視を適切に行う上で必要な業務組織、業 

    務分担、その他業務履行体制について具体的に記載する。 

 (5) 「安全衛生管理に関すること」は、事故を未然に防止し、安全に本業務を行うた 

   めの安全衛生管理に関する基準や組織体制等について具体的に記載する。 

 (6) 「保安管理に関すること」は、不審者の侵入、盗難、テロなどに対する施設の保 

   安管理について具体的に記載する。 

 (7) 受託者は、年間業務計画書に基づき業務を行い、その年間業務が完了した際には、

定められた期限内に年間業務履行報告書を作成し、業務完了届を添えて委託者に提

出しなければならない。なお、年間業務履行報告書は、年間業務計画書で計画した

諸事項に対して、その実績が明らかになるよう記載する。構成等は、特記仕様書

【特記－４】「４．提出書類一覧」及び特記仕様書【特記－５】「５．業務計画書及

び履行報告書５)年間業務履行報告書」のとおり。 

 

（月間業務計画書及び月間業務履行報告書） 

第１４条 受託者は、年間業務計画書に基づき、月毎に月間業務計画書を作成し、計画

書承認願を添えて委託者に提出しなければならない。計画書の構成等は、特記仕様書

【特記－５】「５．業務計画書及び履行報告書３)月間業務計画書」「６)月間業務履行

報告書」のとおり。なお、詳細な諸事項が必要な場合は、月間業務計画書に添付して

提出すること。 

２ 受託者は、月間業務計画書を変更する必要が生じた場合は、その都度委託者と協議

しなければならない。 

３ 受託者は、月間業務計画書に基づき業務を行い、その月間業務が完了した際には、

定められた期限内に月間業務履行報告書を作成し、業務完了届を添えて委託者に提出

しなければならない。なお、月間業務履行報告書は、月間業務計画書で計画した諸事

項に対して、その実績が明らかになるよう記載すること。構成等は、特記仕様書【特

記－４】「４．提出書類一覧」及び特記仕様書【特記－５】「５．業務計画書及び履行

報告書６)月間業務履行報告書」による。 

４ 月間業務計画書及び月間業務履行報告書の要領は、前条に読み替える。 
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（日常の確認） 

第１５条 受託者は、業務日報等を毎日作成し、第十浄水場に常時備えなければならな

い。 

２ 受託者は、開庁日の毎日午前９時までに、前日分の業務日報等を委託者に提出しな

ければならない。委託者は、当該業務日報に基づき、業務の実施状況を確認する。 

３ 業務日報等の構成等は、特記仕様書【特記－５】の「５．業務計画書及び履行報告

書４)業務日報等の報告」による。これ以外に維持管理上必要と思われる事項について

は、委託者と受託者で協議のうえ追加できるものとする。 

 

（随時の確認） 

第１６条 委託者は、受託者に対して事前に通知することなく、現地調査等により、業

務の実施状況を確認することができる。 

２ 前項の確認時、受託者は委託者の求めに応じて委託者とともに立ち会い、実施状況

を説明し又は書類を提出するなど委託者に協力しなければならない。 

 

（定期の確認） 

第１７条 受託者は、第１３条に定める年間業務計画書又は第１４条に定める月間業務

計画書に基づき、年間又は月間の業務を完了したときは、次の各項に基づいて委託者

に業務の履行に関する報告を行わなければならない。 

２ 本業務は、実施業務の評価を行う。その際、受託者は評価のため必要な資料を委託

者の求めに応じて提出すること。評価は年度毎に得点化し、受託者へ通知する。受託

者は評価の結果を受け、業務改善等を行なわなければならない。 

 

（業務記録等の整備） 

第１８条 受託者は、本業務の履行又は確認に必要な業務記録の書類を常に整備し、委

託者が提出を求めた場合は、速やかに提出しなければならない。 

 

（報告書等） 

第１９条 受託者は、本仕様書第３章に定めるところにより運転管理業務に係る報告書

を定められた期限内に提出しなければならない。 

 

 

（安全衛生管理） 
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第２０条 受託者は、本業務を行う上で関係法令等の定めに基づき、常に安全管理に取

り組み、事故を未然に防止するとともに業務従事者の労働災害の防止に努めなければ

ならない。 

２ 受託者は、労働災害及び事故等の発生を防止するため、あらかじめ第１２条及び第

１３条で定める計画書等に安全対策を明記し、それに基づき業務を行わなければなら

ない。 

３ 受託者は、電撃・薬品類・可燃性ガス・重油等又は酸素欠乏等に起因する業務を行

う上で危険が予測される場合には、遅滞なく委託者に報告しその指示を受けるととも

に、特に、労働災害及び事故の発生防止に努めなければならない。 

４ 受託者は、水道技術管理者が監督しなければならない事項において、本業務に含ま

れる事項は、その結果を速やかに委託者に報告しなければならない。（水道法１９条２

項） 

５ 受託者は、危険箇所あるいは労働安全衛生上問題のある業務を認識した場合、委託

者にその対策を提案し、指示を受けなければならない。 

 

（健康管理） 

第２１条 受託者は、常に安全衛生管理に注意を払い、業務従事者に感染症等の疑いが

ある場合は業務従事者の変更を行うなど、安全衛生管理を徹底しなければならない。 

２ 受託者は、本業務に従事する全ての業務従事者に水道法第２１条第１項に定める定

期及び臨時の健康診断を行うとともに、これに関する記録を作成し、委託者に文書に

より提出しなければならない。 

 

（保全・保安教育及び訓練） 

第２２条 受託者は、業務従事者に対して、委託施設の運転管理に関し必要な知識及び

技能に関する教育をしなければならない。 

２ 受託者は、業務従事者に対して、事故その他災害が発生した場合の措置について、

危機管理対応マニュアルに基づき、実地指導、訓練を行わなければならない。 

 

（実務研修） 

第２３条 受託者は、官民の役割を自覚した上で相応のリスク分担を認識し、お互いが

同じ目的を持つパートナーとして、実務研修を通じて運転管理等技術の向上と継承が

できる体制を構築しなければならない。 

２ 受託者は、本業務を行う上で、運転管理マニュアルによる自己研鑽又は設備機器納

入メーカーや委託者による実務研修等により、異常時に的確に対応するための分析能
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力、予知管理能力及び対処能力を向上させ、委託施設の安定管理に努めなければなら

ない。なお、実務研修等により必要とされる能力の向上が見られない業務従事者は、

受託者により再度教育を行うこと。それでも改善が見られない場合は、従事業務の見

直し・配置替え等を行うこと。 

３ 受託者は、委託者から運転等管理業務の研修を求められた場合、それに対し誠実に

対応・協力しなければならない。 

４ 受託者は、市民からの問合せや漏水、水質異常通報等の電話に対応するため、委託

施設の状況や水道に関する常識・専門知識の習得に努めるとともに、電話応対履歴や

マニュアルの作成により円滑な電話対応に努めなければならない。 

５ 委託期間に先立ち、習熟・準備に要する費用は、全て受託者の負担とする。 

 

（異常時等の措置） 

第２４条 受託者は、委託施設等の異常又は事故を発見した時は、速やかに応急対応、

原因調査等を行い、委託者に報告し、その指示を受けなければならない。 

 

（貸与品等） 

第２５条 委託者は、受託者に本業務を行う上で必要となる鍵類等を無償で貸与する。 

２ 貸与品等については、受託者が台帳等を作成し、その保管状況を常に掌握し管理す

る。なお、受託者の故意又は過失により貸与品等に毀損、盗難、紛失等があった場合

は受託者が弁償しなければならない。 

３ 第１項に定める貸与品等は特記仕様書【特記－６】「６．貸与品等」のとおりとし、

引渡の場所及び時期は委託者と受託者が協議して定める。 

４ 受託者は、本契約等に変更があったとき又は当初の目的を完了し借用の必要がなく

なったときは、貸与品等を速やかに委託者に返却しなければならない。 

５ 委託者は、前項の定めにより受託者が貸与品等を返却する場合は、受託者が提出し

た借用承認願書に基づいて、貸与品等の原状について確認する。貸与品等に毀損、損

傷などがあったときの措置は、委託者と受託者の協議による。 

 

（整理整頓） 

第２６条 受託者は、施設建物及びその周辺を常に清掃し、不要な物品等を整理しなけ

ればならない。 
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（事務室等の自主管理） 

第２７条 受託者は、委託施設の一部を事務室等として使用する場合には、委託者の許

可を受けるとともに、受託者の責任において維持管理を行わなければならない。 

２ 事務室等は無償で供与するが、使用期間中汚損等があった場合は、受託者の負担に

より原状回復しなければならない。 

３ 事務室等を退去する際、受託者の負担において原状に復旧しなければならない。 

 

（業務従事者の服装等） 

第２８条 受託者は、業務従事者に対して、次の事項を厳守させなければならない。 

 (1) 業務従事中は必ず写真貼付の身分証明書を携帯し、関係者から提示を求められた 

   場合はこれを提示すること。 

 (2) 安全かつ清潔な統一した被服を着用し、胸に名札を付けること。 

 (3) 品位を保ち、委託者の名誉、信用を失墜させる行為を行わないこと。 

 

（火災の防止） 

第２９条 受託者は、委託施設の火災を未然に防止するため、火気の正確な取扱い及び

後始末を徹底し、火災を防止するよう努めなければならない。 

  また、防火管理者が行う防火訓練及び教育等については、その指示に従わなければ

ならない。 

 

（侵入者の防止等） 

第３０条 受託者は、委託施設の備品等の盗難及び不法侵入を防止するため、十分に注

意し、これらの被害防止に努めなければならない。 

２ 受託者は、前項の目的を達成するため、適切に施設を管理しなければならない。 

３ 受託者は、委託施設の施錠・解錠の管理を確実に行わなければならない。 

４ 受託者は、第十浄水場の入退場管理を行うこと。 

５ 受託者は、第十浄水場に設置の監視カメラにより対象施設構内の監視を行うこと。 

 

（防災の措置） 

第３１条 受託者は、気象状況に十分注意し、豪雨・雷・地震等により異常事態が予想

される場合は業務従事者２名以上が呼出可能な状態とし、異常事態が発生した場合は

委託者に協力し万全の措置をとらなければならない。 

２ 受託者は、豪雨や地震発生等に係る点検を実施した場合は、点検結果を別途指定す

る施設臨時点検報告書により速やかに報告しなければならない。 
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（水道施設の一般管理） 

第３２条 受託者は、水道法、労働安全衛生法等の法令、規則及び基準等の関連法令を

厳守し、業務の実施、水道施設の保安等について十分注意を払わなければならない。 

２ 受託者は、本業務を行う上で必要な諸事項について、委託者と協議等を行った場合、

その都度議事録をまとめ、委託者に提出し承認を受けること。 

 

（業務の引継ぎ） 

第３３条 受託者は、契約締結日から令和５年３月３１日までを業務引継ぎ期間として、

円滑に業務の引継ぎを行うこと。 

２ 受託者は、前項の業務に関し令和５年３月３１日までの業務について、その責が受

託者によるところが明らかである場合を除き、一切の責任を負わないものとする。 

３ 受託者は、本業務の履行期間満了時までに委託者が指定するものと密に連絡を取り

合い、円滑に業務の引継ぎを行うこと。なお、引継ぎは、引継書等を用いて行い、確

実に滞りなく業務を引き継ぐこと。 

４ 受託者は、日常業務において業務従事者の交替時には事務の引継ぎを行い、滞りな

く業務を遂行しなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第３４条 受託者は、本業務の執行上知り得た事項について、他人に漏らしてはならな

い。ただし、委託者の指示又は承認に基づく場合はこの限りでない。 
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第２章 業務内容 

 

（就業形態） 

第３５条 受託者は、原則として次の業務形態により本業務を履行する。 

 (1) 運転管理業務 

   ３６５日２４時間（うるう年は３６６日２４時間）のうち当初３年間（令和５年４ 

  月１日から令和８年３月３１日まで）は、年間を通じ夜間（１６：４５～翌朝８：４ 

  ５まで）及び土曜日、日曜日、１２月２９日から１月３日及び「国民の祝日に関する 

  法律」に規定する休日とする。のち２年（令和８年４月１日から令和１０年３月３１ 

  日まで）は、３６５日２４時間（うるう年は３６６日２４時間）とする。 

 

（運転監視操作業務）  

第３６条 受託者は、常時の水需要変動及び水質変動等に配慮し、設備及び機器等の機

能を十分に発揮するよう、これらの性能及び能力に適合した運転を効率的に行い、適

切な水運用を行わなければならない。 

２ 受託者は、制御及び監視により、重大な異常を発見した場合又は変更が必要な場合

は、その都度速やかに委託者に報告し、その指示に従い処置を行う。ただし、次に掲

げるものは受託者の判断で実施後、委託者に報告することにより処置することができ

る。 

 (1) 浄水処理における経済的かつ適切な運転管理 

 (2) 取水・導水・送水設備の適切な流量管理 

３ 監視及び運転操作は、次のとおりとする。 

(1) 委託施設の運転操作及び保安監視 

(2) 濁度・色度・ＰＨ値・残留塩素等水質の監視 

(3) 薬品等の注入量の監視及び運転操作 

(4) 薬品等の残量記録及びタンクの切替・配管の切替・注入ポンプの運転切替 

(5) 第十浄水場における入退場管理 

４ 上記以外の業務は次のとおりとする。 

(1) 委託施設への入退場管理 

 

（各種機器の運転） 

第３７条 受託者は、次の要領により各種機器の運転業務を行うこと。また、その結果

を報告すること。 
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(1) 各種機器の運転操作及び管理 

   各種機器の機能及び性能を十分理解し、運転操作を適切に行わなければならない。

また、計算機等の故障時においても手動運転操作を行えるように水運用に関する知識

や操作技術の向上に努めなければならない。なお、各種機器の操作は中央管理室で行

い、機器の性能及び機構上必要なものについては、現場で運転操作を行う。 

(2) 故障時及び異常時等の職務分担 

   受託者は、故障時及び異常時の運転操作・状態監視及び記録に関する業務を常時行

い、委託者は水源の確保や取水及び送水計画を行う。 

 (3) 故障時及び異常時等の運転操作及び管理 

   (ｱ) 集中豪雨・台風・停電又は異常渇水等による水源の水位低下及び水質の悪化

等、設備の故障時並びに異常時等の運転については、委託者に速やかに報告し

その指示に従わなければならない。 

   (ｲ) 水質に関する事故等により、設備の運転を停止又は再開する場合は、原則委

託者の承諾を得るものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではな

い。 

 (4) 第十浄水場における計測値監視 

    第十浄水場の中央管理室は、本市全体の水道施設の運用を担っており、当該施設

において他の配水場等の運転管理も行わなければならない。 

 

（監視設備の設置等） 

第３８条 受託者は、本業務を効果的かつ効率的に行うため、委託者の承認を得て、自

己の責任と費用により委託施設内に遠隔監視設備など必要な設備を設置することがで

きる。 

２ 受託者は、前項の設備を設置するとき必要最小限の範囲で委託施設に変更を加える

若しくは追加することができる。この場合において、受託者は、当該変更の内容につ

いて事前に委託者に報告し承認を得なければならない。 

３ 第１項において、受託者が委託施設に設置した設備の所有権は受託者に帰属する。 

４ 受託者は、本契約が終了したときは、受託者の責任と費用により速やかに変更又は

追加した委託施設を原状に復し、設置した設備を撤去しなければならない。ただし、

委託者が受託者に対し、別段の指示を行った場合はこの限りではない。 

５ 受託者は、本条第１項及び第４項において委託者の立会いのもと設備の設置後又は

撤去後の状態を確認すること。なお、受託者は、設備の設置又は設備の撤去作業等に

よって既存設備に損傷が生じたときは、これを受託者の費用と責任において復旧しな

ければならない。 
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 （委託者による平常時の業務支援） 

第３９条 受託者は、水道の安定給水が確保され、水質及び設備故障等の異常がない状

態（以下「平常時」という。）において、次に掲げる事象が生じたときは、早急に委託

者に報告し指示に従わなければならない。 

 (1) 受託者による誤操作、確認漏れなど、受託者の責任により水道等の安定給水が確

保できないとき。 

 (2) 過去に事例のない又は予測できない事態の発生により、水道等の安定給水が確保

できないとき。 

 (3) 前各号のほか、受託者が委託者の支援・指示を必要と判断するとき。 

２ 前項により委託者が受託者に対して業務支援を行ったときの費用などについては、

契約書の定めによる。 

 

（水質監視） 

第４０条 受託者は、供給する水道水が水質基準を満たすよう、浄水処理等における管

理基準について「水安全計画」及び「水質モニター計器の管理基準値逸脱時一次対応

表」に基づき水質監視を行う。 

 (1) 受託者は、水質検査室で官能試験により、第４水源の原水の臭気について検査を

行い、その結果を記録する。また、浄水処理工程における水質の測定値及び毒物監

視水槽の魚の異常行動を目視監視する。 

 

（水質異常に対する措置） 

第４１条 受託者は、原水又は浄水等の水質が前条に定める監視及び管理基準値を逸脱

する傾向にある場合、早急に原因を調査するとともに、委託者にその旨を報告し委託

者の指示に従い対応しなければならない。 

 

（その他業務） 

第４２条 第３６条から第４１条に述べた業務以外に以下の業務を行う。 

 (1) 業務の記録、帳簿の作成等 

 (2) その他本業務に必要な事項 

 

（変更業務） 

第４３条 委託者は、本業務を適切に行う上で業務の変更が必要と判断される場合は、

変更業務執行指示書により受託者にこれを指示することができる。 
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２ 第３条第３項以外の変更業務（更新等に伴う設備の増減及び機能の追加・削除な

ど）については契約の変更は行わない。 

 

（場内管理） 

第４４条 受託者は、委託施設について適宜清掃を行い、労働安全の確保、周辺住民へ

の配慮及び水道施設の衛生の確保に努めること。 
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第３章 業務書類等 

（業務書類等） 

第４５条 受託者は、本業務を行う上で次の書類を定められた期間内に提出しなければ

ならない。委託者は、原則として受託者から当該書類を受領した後、７日以内に確認

する。 

(1) 年間業務計画書（当該年度開始前月の２０日までに提出、ただし、初年度につ

いては、令和５年４月７日までに提出すること。） 

(2) 年間業務履行報告書（当該年度分は翌年度の業務開始月の７日までに提出、た

だし契約最終年度は最終日までに提出すること。） 

(3) 月間業務計画書（履行開始月の前月２０日までに提出すること。） 

(4) 月間業務履行報告書（履行月の翌月７日までに提出、ただし、契約最終履行月

までに提出すること。） 

(5) 業務日報等（開庁日に提出すること。） 

(6) その他、委託者がモニタリング等で要求するもの 

２ 契約締結後、定められた期間内に次の書類を提出しなければならない。 

(1) 着手届（締結後７日以内に提出すること。） 

(2) 総括責任者届（締結後７日以内に提出すること。） 

(3) 副総括責任者届（締結後７日以内に提出すること。） 

(4) 業務従事者届（締結後７日以内に提出すること。） 

(5) 業務計画書（締結後７日以内に提出すること。） 

(6) 借用承認願書（履行開始前及びその都度に提出すること。） 

(7) その他必要なもの 

 

（業務履行報告書） 

第４６条 月間業務履行報告書及び年間業務履行報告書は以下について報告すること。

詳細は、特記仕様書【特記－５】の「５．業務計画書及び履行報告書５）年間業務履

行報告書」又は「５．業務計画書及び履行報告書６）月間業務履行報告書」による。 

 (1) 年間業務履行報告書 

    ア 年間業務完了届 

    イ 年間業務履行報告書 

    (ｱ) 運転監視操作年間報告 

    (ｲ) 運転年報 

    (ｳ) 年間水質監視報告 
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    (ｴ) 年間異常時対応・措置一覧表 

    (ｵ) 年間電話対応・処置一覧表 

    (ｶ) 年間安全衛生管理報告 

    (ｷ) 年間保安管理報告 

    (ｸ) 提案に関する実施状況 

ウ その他業務検査必要書類 

 

(2) 月間業務履行報告書 

    業務完了月毎に次のものを提出する。 

    ア 月間業務完了届 

    イ 月間業務履行報告書 

    (ｱ) 運転監視操作業務月間報告 

    (ｲ) 運転月報 

    (ｳ) 月間水質監視報告 

    (ｴ) 月間異常時対応・措置一覧表 

    (ｵ) 月間電話対応・処置一覧表 

    (ｶ) 月間安全衛生管理報告 

    (ｷ) 月間保安管理報告 

    (ｸ) セルフモニタリング報告 

    ウ その他業務検査必要書類 

 

 （委託業務履行検査） 

第４７条 受託者は、月間及び年間業務を完了したとき、次の方法により委託者の業務

完了検査を受けなければならない。 

 (1) 月間業務完了検査 

   ア 月間業務完了検査は、受託者から月間業務完了届が提出され、委託者が受理し

た日から７日以内に委託者が受託者の立会いのもとに行う。 

   イ 検査日及び場所については、委託者と受託者の双方が協議して定める。 

   ウ 検査は、受託者が提出した月間業務計画書に基づき業務報告書の内容について、

照合・確認を行う。 

   エ 委託者は、検査完了後に当該検査の結果を受託者に通知する。 

   オ 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者から当該成果

品である「月間業務履行報告書」の引渡しを受ける。 

   カ 検査の結果、不合格となった部分がある場合は、受託者は速やかに不合格部分
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を改善し再検査を受けること。 

（２）年間業務完了検査 

   ア 年間業務完了検査は、受託者から年間業務完了届が提出され、委託者が受理し

た日から７日以内に委託者が受託者の立会いのもとに行う。 

 イ 検査日及び場所については、委託者と受託者の双方が協議して定める。 

    ウ 受託者が提出した年間業務計画書に基づき業務報告書の内容について、検査を

行う。 

   エ 委託者は、検査完了後に当該検査の結果を受託者に通知する。 

   オ 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者から成果品で

ある「年間業務履行報告書」の引渡しを受ける。 

    カ 業務完了検査内容のうち、委託者が認めた事項については、検査を省略するこ

とができる。 

   キ 検査の結果、不合格となった部分がある場合は、受託者は速やかに不合格部分

を改善し再検査を受けること。 
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第４章 その他 

 

（経費の負担） 

第４８条 委託期間における経費の負担区分については、次のとおりとする。 

(1) 委託者が負担するもの 

費  用 摘  要 

執務室賃借料 委託者が指定する執務場所、更衣室 

車両駐車場 委託者が指定する駐車場所 

建物維持管理費 執務室のある建物に係る維持管理費 

光熱水費 執務室の電気、ガス、水道の経費 

消防機器点検費 執務場所に設置している消防機器点検に係る経費 

通信費 委託者が設置している電話の経費 

備消品費等 委託者の準備している机・キャビネット 

(2) 受託者が負担するもの 

費  用 摘  要 

保険料 本業務に係る損害賠償責任保険等 

通信費 受託者の携帯電話等 

備消品費等 事務用パソコン、文具、机等 

 

（責任分担） 

第４９条 契約期間中に生じた運転・保全管理上の不備、誤操作等による水質の異常、

機器等の破損、故障等は、受託者の負担において早急に補修又は取替等により解決す

ること。ただし、テロ及び天災事変等の事故による場合は、この限りではない。 

２ 業務範囲における責任分担詳細については、特記仕様書【特記－１】「１．責任分担

表」による。 

 

 （本業務におけるリスクマネジメント） 

第５０条 本業務範囲における施設の運転・保全管理上の責任は原則として、受託者が

負う。ただし、委託者が責任を負うべき合理的な理由がある場合は、この限りではな

い。 

２ 業務範囲のリスク分担の詳細については、特記仕様書【特記－９】「９．リスク分担

表」による。 
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３ リスクの分散を図るため、受託者は、保険対応可能な事項については保険に加入す

ること。 

４ 受託者は加入した保険について、業務計画書に記載し、その写しを添付すること。 

 

（雑則） 

第５１条 委託者が運転等に係る資料の提出を要求した場合は、受託者は速やかに応じ

なければならない。 

２ 受託者は、委託者の承諾なく委託者の所有物を場外に持ち出し、又は業務に必要と

しないものを持ち込んではならない。 

 

（疑義） 

第５２条 本仕様書に疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、

委託者と受託者の協議の上定める。 


